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（
別
紙
一
）

特
定
化
学
物
質
等
障
害
予
防
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
要
綱

第
一

作
業
環
境
測
定
の
結
果
の
評
価
を
行
う
物
の
追
加

一

作
業
環
境
測
定
の
結
果
の
評
価
を
行
う
物
と
し
て
、
新
た
に
三
酸
化
砒
素
を
追
加
す
る
こ
と
。

ひ

二

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

第
二

施
行
期
日

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。



（
別
紙
二
）

特
定
化
学
物
質
等
障
害
予
防
規
則
及
び
労
働
安
全
衛
生
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
要
綱

第
一

特
定
化
学
物
質
等
障
害
予
防
規
則
の
一
部
改
正

労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
四
百
五
十
七
号
。
以
下
「
改
正
政
令
」
と
い

う
。
）
に
よ
り
石
綿
を
含
有
す
る
石
綿
セ
メ
ン
ト
円
筒
等
の
製
品
の
製
造
等
が
禁
止
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
所
要
の
規
定
の

整
備
を
行
う
こ
と
。

第
二

労
働
安
全
衛
生
規
則
の
一
部
改
正

第
一
と
同
様
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

第
三

施
行
期
日
等

一

こ
の
省
令
は
、
改
正
政
令
の
施
行
の
日
（
平
成
十
六
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

こ
の
省
令
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。





（
別
紙
三
）

労
働
安
全
衛
生
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
要
綱

第
一

産
業
医
の
要
件

産
業
医
の
要
件
を
備
え
た
者
と
し
て
、
学
校
法
人
産
業
医
科
大
学
そ
の
他
の
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
大
学
の
医
学
部

を
卒
業
し
た
者
で
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
実
習
を
履
修
し
た
も
の
を
追
加
す
る
こ
と
。

第
二

施
行
期
日

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。


